
区民委員会情報連絡 

令和６年１２月６日 

情報連絡事項 頁 

１ 地方税に関する事務における特定個人情報保護評価再実施結果に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ ４公金のスマホ決済時におけるポイント還元等について ・・・・・・・ ３

３ 区民葬儀（霊柩車運送）の料金改定及び区民葬儀実施協力団体の 

追加について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

４ 国民健康保険に関する事務における特定個人情報保護評価再実施 

結果について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

（区 民 部） 



区 民 委 員 会 情 報 連 絡
令和６年１２月６日 

件 名 地方税に関する事務における特定個人情報保護評価再実施結果について 

所管部課名 
区民部課税課 

納税課 

内 容 

 税務システムのガバメントクラウド（＝デジタル庁が調達した、地方公

共団体向けに提供されるクラウドサービス）および標準準拠システムへの

移行に伴い、国の個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価指針が定め

る特定個人情報保護評価（パブリックコメントおよび第三者点検）を再実

施したので、以下のとおり結果を報告する。 

１ 特定個人情報保護評価を再実施した理由 

ガバメントクラウドへの移行は特定個人情報ファイルの保管場所変更

にあたり、重要な変更に該当するため、再評価を実施した。 

２ 実施日 

（１）パブリックコメント

令和６年８月２６日（月）～９月２５日（水）

（２）第三者点検（足立区情報公開・個人情報保護審議会の小委員会、学

識経験者５人で構成） 

令和６年１０月３１日（木） 

３ 実施結果 

（１）パブリックコメント

意見はなかった。

（２）第三者点検

了承された。特に意見はなかった。

４ 今後の方針 

「特定個人情報保護評価書」を国の個人情報保護委員会及び区のホー

ムページへ掲載する。
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年１２月６日 

件 名 ４公金のスマホ決済時におけるポイント還元等について 

所管部課名 
区民部納税課 

国民健康保険課、高齢医療・年金課、福祉部介護保険課 

内 容 

スマホ決済アプリにより、４公金（税・国保・後期高齢者医療保険・

介護保険）を納付書のバーコード読み取りで支払う際のポイント還元

等について調査したので、報告する。 

なお、ポイント還元等において、公共料金も４公金と同様の扱いと

なる。 

１ ４公金のポイント還元等の有無 

種別 アプリ名 ポイント・現金還元※１ 

調査時点 過去 

電子

マネー 

PayPay 

なし 

0.5～1.5％（ R4.3.31

まで） 

d払い 

au Pay 0.5％（R5.3.31まで） 

LINE Pay 

J-Coin Pay

R6.5.9～7.9、新規ユー

ザーに対し、10％還元キ

ャンペーンを実施 

楽天ペイ 

R5.4.17～5.31、抽選で

全額還元キャンペーン

を実施 

銀行

スマホ

決済

アプリ 

モバイルレジ

なし 
PayＢ 

（R7.4.1から

４公金取扱い） 

R6.4.15～6.30、最大５

万円キャッシュバック

キャンペーンを実施

楽天銀行 

（R7.4.1から

４公金取扱い） 

10円、100円

※２

※１ 電子マネーはポイント還元率、銀行スマホ決済アプリは

現金還元の有無を記載

※２ 10円は支払いのたび、100円は１回限りの還元
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２ 調査時点 

 令和６年１１月１２日 

 

３ 調査方法 

  各スマホ決済アプリ運営会社の公式サイトで確認 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡
令和６年１２月６日 

件 名 
区民葬儀（霊柩車運送）の料金改定及び区民葬儀実施協力団体の追加に

ついて 

所管部課名 区民部戸籍住民課 

内 容 

令和６年度特別区区民葬儀運営協議会※１において、区民葬の取り扱いに関

して変更決定がなされたため、以下のとおり報告する。 

１ 改定年月日 

令和７年４月１日から 

２ 変更点 

（１）霊柩車運送の料金改定※２

ア 普通霊柩車

霊柩車搬送料金 改定後 改定前 増加額（改定率） 

10 ㎞まで １９，２２０円 １５，５７０円 +3,650 円 （23.4％）

20 ㎞まで ２３，８４０円 １９，５３０円 +4,310 円 （22.0％）

30 ㎞まで ２８，４６０円 ２３，４９０円 +4,970 円 （21.1％）

イ 宮型指定車

霊柩車搬送料金 改定後 改定前 増加額（改定率） 

10 ㎞まで ３７，４００円 ３３，２７０円 +4,130 円 （12.4％）

20 ㎞まで ４４，０００円 ３９，３２０円 +4,680 円 （11.9％）

30 ㎞まで ５０，６００円 ４５，３７０円 +4,230 円 （11.5％）

※２ 霊柩車の運送は、国土交通省が許可を与えた事業者のみが行い、運送料金

を届け出て営業しなければならない。当該料金改定について届出済みであ

る。 

ウ 改定理由

（ア）霊柩車運送料金は、平成２７年４月に改定されて以来、ガソリン価

格や車両価格の高騰に対してコスト削減努力により据え置いてき

た。しかしながら、人員確保に伴う賃金ベースアップによる人件費の

上昇が各社の自助努力を上回る状況となったため 

※１ 特別区区民葬儀運営協議会とは

区民葬儀は、昭和 23年から低所得者向けに低廉な価格による葬儀として開

始された。特別区と葬祭業者、火葬業者が区民葬儀運営協議会を設置し、利

用状況や利用料金、取り扱い指定店の変更等に関して協議し、決定を行う。 
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（２）実施協力団体の追加について

ア 協力団体の追加

【変更前】  【変更後】 

イ 追加理由

コロナ禍以降、葬儀の簡素化が進み、区民葬儀の利用件数が増加して

いる。対応力の拡充を図るため、都内で同様に実施している他の葬祭業

協同組合を追加する必要がある。特に西部地域の特別区区民の利便性向

上につながる。 

【区民葬儀の利用状況】 （件数） 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

特別区 3,208 4,840 7,815 9,226 10,087 

足立区 303 486 720 804 839 

３ 周知方法 

２３区の統一料金であるため、令和７年１月１日から２３区一斉に周知を

開始する。区においては、戸籍住民課窓口での説明やホームページにて周知

するとともに、区民葬儀取り扱い事業者と連携して制度の周知を図る。 

東京都葬祭業協同組合 

東都聖典協同組合 

山手葬祭協同組合 

東京都葬祭業協同組合 

東都聖典協同組合 

山手葬祭協同組合 

東京多摩葬祭業協同組合 

八王子市葬祭業協同組合 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡
令和６年１２月６日 

件 名 
国民健康保険に関する事務における特定個人情報保護評価再実施結果

について 

所管部課名 区民部国民健康保険課 

内 容 

国民健康保険システムのガバメントクラウド（＝デジタル庁が調達し

た、地方公共団体向けに提供されるクラウドサービス）および標準準拠シ

ステムへの移行に伴い、国の個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価

指針が定める特定個人情報保護評価（パブリックコメント及び第三者点

検）を再実施したので、以下のとおり結果を報告する。 

１ 特定個人情報保護評価を再実施した理由 

ガバメントクラウドへの移行は、特定個人情報ファイルの保管場所変

更にあたり、重要な変更に該当するため、再評価を実施した。 

２ 実施日 

（１）パブリックコメント

令和６年９月１０日（火）～１０月９日（水）

（２）第三者点検（足立区情報公開・個人情報保護審議会の小委員会、学

識経験者５人で構成） 

令和６年１０月３１日（木） 

３ 今後の方針 

（１）パブリックコメント

意見はなかった。

（２）第三者点検

了承された。特に意見はなかった。

４ 今後の方針 

「特定個人情報保護評価書」を国の個人情報保護委員会及び区のホー

ムページへ掲載する。
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